
入院時食事療養・生活療養について 

 

【入院時食事療養】 

 

当院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を

適時（朝食：午前８時，昼食：午後０時，夕食：午後６時以降）、適温で提供しています。 

 

入院時食事療養標準負担額（１食につき） 

所得区分 標準負担額 

現役並み・一般 ５１０円 

低所得Ⅱ ２４０円 

うち過去１２ヵ月で 

９０日を超える入院 
１９０円 

低所得Ⅰ １１０円 

指定難病 ３００円 

 

【入院時生活療養】 

 

生活環境負担額（１日につき）６５歳以上 

３７０円 
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